
環境市民厚生常任委員会 
 

 

日 時  令和４年１０月２８日（金）  午前１０時 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

 

２ 行政報告 

 

【環境先進都市推進部】 

（１）ごみ収集業務中のごみ収集車の火災事故について 

 

 

【健康福祉部】 

（１）電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業について 

（２）新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

 

３ その他 
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－ 提 出 資 料 ― 

 

 

 

資料１   

「 ごみ投稿」 によ る Ｌ Ｉ ＮＥ ポイ ント キャ ンペーンについて 

 

資料２   

ごみ収集車の火災事故について 
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ごみ収集車の火災事故について 

１ 発生概要 

発生日時：令和４年１０月５日（水） 午前１０時ごろ 

発生場所：千代川町今津 

発生状況：埋め立てごみを収集しているパッカー車の荷室から出火。 

対   応：初期消火に努めるととも に、消防へ通報。消防到着後に消火活動を実施。 

火災原因：消防の調査の結果、充満した可燃性ガスに何らかの可燃物が引火したも のと推定。 

 （消火作業状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （火元となる可能性のある混入物 ※直接の火元となったかは不明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害状況 

○消火活動にあたり 、収集車のリ アゲートを開放しよう としたが作動しなかったため、荷室を切

開して消火活動を実施した。このため、荷室についてはその機能を失い、全損と判断される。 

○車両については直接的な被害はないも のの、平成 2 1 年度の登録で走行距離は約２５万㎞と

老朽化が進んでいる。 

○荷室内の廃棄物については、リ アゲートが開放しないため、切開した荷室部より 排出した。 

○周辺地域の建築物等への延焼はなく、施設等の損傷も 発生しなかった。 

リチウムイオン 

バッテリー 

（携帯電話） 

スプレー缶 

資料２
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 （消火後の状況）                     （荷室からのごみ排出状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 収集業務への影響（懸念） 

○当該車両の収集予定分については、他の収集車が分担し実施した。 

○現状では、予備車両がない状況で引き続きごみ収集業務を行う 必要があることから、今後、

予期せぬ車両トラブルが発生した場合は、ごみ収集業務に影響を与える恐れがある。 

〇当該車両の代わり となる新たな車両を早急に調達する必要がある。 

 

４ 今後の対応について 

（１）車両の調達 

パッカー車は架装部（荷室）が特別装備であり 、受注生産となることから、発注から納品まで

に要する期間は概ね半年から１年程度であったが、コロナ禍により 、供給状況が不安定であり 、

状況によっては１年以上の期間がかかることも 想定されるため、速やかな発注に努め、極力早

期に納車が実現するよう 取り 組む必要がある。 

（参考）コロナ禍での車両調達実績（R 2 ～） 

◇ダンプ車（ごみ収集用：２台）   

契約から１年で納品（R 2 年度発注。予算を R 3 に繰り 越して執行） 

◇軽トラック（ふれあい収集用）   

   入札不調が２回続くなど、契約の目途が立たず、他課所管の公用車を修繕して調達 

   （R 2 年度予算を R 3 に繰り 越して執行） 

◇パッカー車（ごみ収集用：１台） 

   契約から 8 カ月で納品（債務負担行為の設定 R 3 ～R 4 ） 

 

（２）予算措置について 

速やかな発注、納車の実現に向け、令和 4 年１２月予算で当該車両の購入に係る債務負担

行為の設定について提案を予定。 

パッカー車（１台）  10 ，4 7 8 千円 

 

  （３）分別徹底の周知・啓発の強化 

S N S や市 HP などを活用し、分別徹底の周知の強化を図るととも に、家庭ごみの収集運搬

を実施する（公財）亀岡市環境事業公社との連携により 、不正排出の啓発活動を強化する。 
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資料１ 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業について 

・・・（地域福祉課） 
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新型コロナウイルスワクチン接種について 
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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業について 

 

１ 事業概要 

（１）事業名 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 

 

（２）事業期間 

令和４年９月２６日から令和５年３月３１日まで 

    

（３）支給対象者 

  ア 住民税非課税世帯（プッシュ型） 

基準日（令和４年９月３０日）において世帯全員の令和４年度分の 

住民税均等割が非課税である世帯 

＊下宿学生・単身赴任者等の被扶養親族のみで構成される世帯は除く 

 

イ 家計急変世帯（申請型） 

上記ア以外で予期せず令和４年１月から１２月までの家計が急変し 

上記の世帯と同様の事情にあると認められる世帯等 

 

（２）給付額 

５０，０００円/世帯 

※ 支給世帯数は、（３）ア・イを合わせて１２，０００世帯程度の見込み 

 

（３）給付方法 

令和２年度の特別定額給付金又は前回給付金と同じ口座もしくは指定す

る口座に振り込み（予定） 

 

（４）事業目的 

価格高騰によって特に家計への影響が大きくなる住民税非課税世帯を対象

に、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を緩和軽減するために、 

１世帯当たり５万円の現金を給付するものです。 

 

（５）予算措置 

 予算額 ６３５，０００，０００円 

内 事業費 ６００，０００，０００円 

事務費  ３５，０００，０００円 

 ※ 事業・事務費とも補助率１０/１０ 

 ※ １２月が給付時期となる見込みのため、事務経費については、一旦、既決

予算で対応し、１２月に補正予算を計上する予定です。 

資料１ 



３ 事業スケジュール 

（１）給付計画（予定） 

ア 住民税非課税世帯（プッシュ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 家計急変世帯（申請型） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施体制 

 コールセンター及び受付事務等については「住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金」の体制を受け継いで対応します。 

 

（３）広報関係 

  ア 広報かめおか 

     １２月号・令和５年１月号等において、制度の周知を図ります。 

  イ ＨＰ・ＳＮＳ 

     ＨＰでは、できるだけ早期に事業実施のお知らせを掲載するとともに、        

準備ができ次第、制度についての周知及び申請様式等を掲載します。 

     ＳＮＳでは、随時事業についてのお知らせを掲載します。 

  ウ チラシ・申請書等設置場所 

     地域福祉課・生活相談支援センター・市社会福祉協議会・文化センター等 

●プッシュ型給付までのフローイメージ図（見込）

税情報等を用いて対
象となる世帯を抽出

案内及び確認書を作
成し、該当者に送付

①郵送
案内及び確認書受取

内容確認
②郵送

確認書記入及び返送

支給決定
③決定通知書の送付

振込事務 ④指定口座へ給付金振込

亀　岡　市
住民税均等割
非 課 税 世 帯

●申請型給付までのフローイメージ図（見込）

申立て受理
①郵送又は来庁

家 計 急 変 の 申 立 て

審査及び調査（相応

の期間を要する）

支給決定
②決定通知書の送付

振込事務
③指定口座へ給付金振込

亀　岡　市 家計急変世帯

 

 

①市民への手続き書類（確認書）の郵送 

    １１月３０日（水）開始 

②手続き書類受付開始日 

（市民から市への確認書返送） 

③支給決定通知の送付 

    １２月１３日（火）以降順次 

④給付金口座振り込み 

    １２月２２日以降毎木曜日 

①申請受付開始（申立て受理） 

    １２月１日（木）開始 

②支給決定通知の送付 

    申立て受理後２週間程度 

③給付金口座振り込み 

    支給決定通知発送から３日以内 



支給対象と なる世帯（ いずれかにあてはまる世帯）

住民税均等割非課税世帯等の皆さ まへ

支給対象と 申請の有無

 電力・ ガス・ 食料品等価格高騰緊急支援給付金（ 1世帯あたり 5万円）

は、 住民税均等割非課税世帯や予期せず令和４ 年１ 月から １ ２ 月まで

に家計急変のあっ た世帯を支援する新たな給付金です。

 給付金を受給するためには、 手続き が必要です。

世帯全員の令和４ 年度

「 住民税均等割が非課税」
の世帯

令和４ 年１ 月～１ ２ 月の収入が

減少し 「 住民税非課税相当」
の収入と なっ た世帯(家計急変世帯)

※一部申請が必要な場合があり ます

令和４ 年９ 月３ ０ 日時点で住民登録のある

市区町村から 確認書が送付さ れます。

支給手続き や支給要件の詳細は裏面を ご確認く ださ い。

受付期間: 令和４ 年１ ２ 月１ 日（ 木）

～令和５ 年１ 月３ １ 日（ 火）

申請時点で住民登録のある市区町村に

申請し てく ださ い。

申請が必要です

詳し く は裏面「 I 」 へ 詳し く は裏面「 Ⅱ」 へ

１ 世帯あたり 5  万円
支給決定通知書で別途お知ら せし ま

す。

給付金の支給額 給付金の支給時期

電力・ ガ ス ・ 食料品等価格高騰
緊急支援給付金（ ５ 万円/ 1 世帯） のご 案内

受給に は手続き が必要で す

亀岡市から
確認書が届き ま す（ 要返送）



 対象と なる世帯には、 亀岡市から 、 給付内容や確認事項が書かれた

確認書が届き ます。

 中身を確認し て、 亀岡市に返送し て く ださ い。

【 確認事項】

①記載さ れた給付金振込口座情報

②住民税が課税さ れている 方の扶養親族のみの世帯ではないこ と

Ⅰ 令和４ 年度住民税（ 均等割） が非課税の世帯

電力・ ガス・ 食料品等価格高騰緊急支援給付金の

「 振り 込め詐欺」 や「 個人情報の詐取」 にご注意く ださ い!

自宅や職場などに都道府県・ 市区町村や国(の職員)などを かたる不審な電話や郵便があっ た場合

は、 お住まいの市区町村や最寄り の警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡く ださ い。

！

 給付金を受け取るには、 申請が必要です。

 申請書に必要事項を記入し て、 添付書類と と も に

亀岡市の窓口に、 直接または郵送でご提出く ださ い。

給付金の支給手続き

お名前

お 問い 合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金コ ールセンタ ー

0 1 2 0 5ー 2 6 1ー 4 5
受付時間 平日 9: 00～20 : 00

亀岡市電力・ ガス・ 食料品等価格高騰緊

急支援給付金コ ールセンタ ー

0 7 7 1 -5 6 -8 1 3 0
受付時間 平日 9: 00～17 : 00

収入が減少するこ と が、 あら かじ め明ら かな月の収入減少により 給付を
申請し た場合、 不正受給（ 詐欺罪） に問われる場合があり ます。！

Ⅱ 予期せず家計が急変し たこ と で収入が減少し 、
世帯全員が住民税非課税相当※と なっ た世帯( 家計急変世帯)

※ 住民税非課税相当と は、 世帯員全員のそれぞれの年収見込額（ 令和４ 年１ 月から １ ２ 月までの任意の１ か月収入×12倍） が市町村民税均
等割非課税水準以下であるこ と を指し ます。

ただし 、 世帯の中に、 令和４ 年１ 月２ 日以降に転入し た方がいる場合は、

 給付金を受け取るには、 申請が必要です。

 申請書に必要事項を記入し て、 添付書類と と も に

亀岡市の窓口に、 直接または郵送でご提出く ださ い。



令和４年１０月２８日 
環境市民厚生常任委員会資料 

 
新型コロナウイルスワクチン接種について 

 
健康福祉部 健康増進課 

 
１  オミ ク ロン株対応ワク チンの接種について 

 

オミクロン株対応ワクチン（従来株とオミクロン BA.1 株の 2 価ワクチン）については、

１０月３日から市内の実施医療機関（診療所）で接種を開始しました。その後、国におい

てオミクロン株対応ワクチンの接種間隔が５か月から３か月に短縮する省令が公布され 
１０月２１日に施行されたことから、接種券などについて、順次、対象となる方へ送付す

るための準備を進めています。 
 また、オミクロン BA.4-5 株と従来株に対応する 2 価ワクチンが１０月５日に薬事承認さ

れ、接種に係る関係省令が１０月１３日に公布、施行されたことから、本市においても、

順次、オミクロン BA.4-5 株対応の 2 価ワクチンに切り替えていきます。 
 
※ 国は、オミクロン株の種類（BA.1 と BA.4-5）に関わらずオミクロン株成分を含むこと

で、現在、感染の主流となっているオミクロン株に対する重症化予防効果、感染・発症

予防効果に寄与する免疫をより強く誘導し、従来型ワクチンを上回る効果があることが

期待されることから、オミクロン株の種類に関わらず接種することを推奨している。 
 

① オミ ク ロン株対応ワク チン（ １ 人１ 回接種） の接種対象 

 初回（１・２回目）接種を完了した１２歳以上の市民で、最終接種日から３か月が 
経過した人（２回目、３回目又は４回目接種から３か月経過した人） 

 
② オミ ク ロン BA. 4-5 株ワク チン配布スケジュ ール及び接種開始予定時期 

 市内病院及びムツミ医院 
国から１０月１０日の週に配送が開始されており、順次、切り替えて実施 

市内の診療所 
１０月３１日に市から各医療機関へ配布。以降、順次、切り替えて実施 

 市の集団接種 
１１月５日から実施 

 
③ 接種券などの発送 

 ２回目、３回目又は４回目接種が完了したオミクロン株対応ワクチン未接種の１２歳

以上の人で、最終接種日から３か月経過後、順次､発送 
 

 ※３回目､４回目の接種券を受け取ったがまだ接種していない人は、 

今ある接種券を使ってオミクロン株対応ワクチンを接種していただけます。 

 

  裏面あり １ 
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２  乳幼児（ ６ か月～４ 歳） に対する新型コ ロナワク チン初回接種の開始について 

 

小児の重症例や死亡例の割合は低いものの、オミクロン株流行下において令和４年７月 
以降の小児の重症・中等症の年齢別割合では 5 歳未満が約 6 割を占めたこと等を踏まえ、

国は１０月２４日から乳幼児に対し新型コロナワクチン初回(1､２､３回目)接種を開始しま

した。 
 

① 接種対象、 接種間隔 

６か月から４歳の乳幼児に対し、原則２０日の間隔をおいて２回接種後、 
５５日以上の間隔をおいて３回目を接種する。 

 
② ワク チンの配布予定など 

 １０月２４日の週に国から市へ配布 
１１月初旬に市から市内の実施医療機関へ配布予定 

 
③ 接種券の発送予定など 

 １０月３１日以降、対象者（約 3,000 人）へ、順次、接種券等を発送 
 （接種期間である今年度中に接種を完了するためには、令和５年１月１５日までに 

1 回目を接種する必要がある。） 
 

④ 使用するワク チン 

 ファイザー社の乳幼児用ワクチン 
 

⑤ 集団接種について 

 市医師会との協議において、乳幼児期はかかりつけの医療機関で各種ワクチンを接種

されているため、個別接種のみでも円滑に接種が進むのではないかとの意見があったこ

とから、現時点では集団接種を実施しない予定としている。 
 
 
 
３  接種状況 

令和 4 年 10 月 25 日現在 3 回目 4 回目 

全体 
（接種率） 

５４，９４３人 
（６９．１６％） 

２５，７８３人 
（３２．４６％） 

内、60 歳以上 
（接種率） 

２８，９２９人 
（９０．０８％） 

２１，４６５人 
（６６．８４％） 

※ 接種者数は、ワクチン接種記録システム（VRS）から抽出 

※ 接種率は、全体接種対象者79,442人、60歳以上接種対象者32,115人に 

占める割合 


